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倫理委員会規定 

私達社員は２０１１年３月１１日の震災の被害を乗り越え２０１３

年３月４日に新社屋に移転しました。心を新たに「倫理感を養い社

会に貢献できるよう」邁進します。	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 株式会社日本遺伝子研究所職員一同	
 

             

第 1条  （目 的 ） 

株 式 会 社 日 本 遺 伝 子 研 究 所 （以 下 、当 社 という）はヒト染 色 体 検 査 ・遺 伝

子 検 査 の受 託 業 務 を行 うにあたり、倫 理 面 等 について審 議 ・評 価 すること

を目 的 に、株 式 会 社 日 本 遺 伝 子 研 究 所 倫 理 委 員 会 （以 下 、委 員 会 という）

を設 置 する。 

第 2条  （ヒト染 色 体 検 査 ・遺 伝 子 検 査 の実 施 にあたっての理 念 ） 

1.  ヒト染 色 体 検 査 ・遺 伝 子 検 査 の実 施 にあたっては、被 検 者 の人 権 の尊 重

が最 も重 要 で、これは科 学 的 、社 会 的 利 益 よりも優 先 されなければ

ならない。さらに、検 査 の対 象 となる遺 伝 子 が生 殖 細 胞 系 列 であるよ

うな場 合 、家 系 全 体 に関 わるという特 殊 性 から、被 検 者 本 人 だけで

なく家 族 ・親 族 の人 権 の尊 重 も同 等 に重 要 であることを銘 記 する。 

2.  「臨 床 検 査 技 師 、衛 生 検 査 技 師 等 に関 する法 律 」等 の関 係 法 規 を遵 守

する。 

3.  関 係 学 会 および関 係 団 体 のヒト遺 伝 子 検 査 に関 するガイドライン、倫 理

指 針 等 を遵 守 する。 

第 3条  （本 規 程 の適 用 範 囲 ） 

本 規 程 に於 ける「ヒト染 色 体 検 査 ・遺 伝 子 検 査 」とは、ヒト生 殖 細 胞 系 列 遺

伝 子 解 析 に関 わる遺 伝 子 ・染 色 体 検 査 であり、以 下 を対 象 とする。 

1.  遺 伝 性 疾 患 の診 断 に関 わる遺 伝 子 ・染 色 体 検 査  

2.  家 族 性 腫 瘍 の診 断 に関 わる遺 伝 子 検 査  

3.  生 活 習 慣 病 等 の疾 患 感 受 性 （易 罹 患 性 ）診 断 に関 わる遺 伝 子 検 査  
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4.  薬 剤 応 答 性 診 断 に関 わる遺 伝 子 検 査  

5.  その他 、個 人 の体 質 診 断 に関 わる遺 伝 子 検 査 等  

第 4条  （委 員 会 職 務 ） 

委 員 会 は、当 社 の行 うヒト染 色 体 検 査 ・遺 伝 子 検 査 の全 般 にわたり、その

倫 理 的 妥 当 性 について審 議 を行 うとともに、各 種 業 務 の安 全 管 理 および情

報 管 理 等 について評 価 を行 い、その結 果 を当 社 取 締 役 会 に報 告 する。 

第 5条  （構 成 組 織 ） 

1.  委 員 には、社 外 委 員 を含 める。 

2.  委 員 は代 表 取 締 役 社 長 が委 嘱 する。 

3.  委 員 総 数 は特 に定 めない。 

4.  委 員 には、倫 理 ・法 律 を含 む人 文 ・社 会 科 学 面 の有 識 者 、自 然 科 学 面

の有 識 者 、法 律 面 有 識 者 の人 を含 め構 成 する。 

第 6条  （委 員 の任 期 ） 

委 員 の任 期 は２年 とし、再 任 は妨 げない。ただし補 欠 の委 員 の任 期 は、前

任 者 の残 任 期 間 とする。 

第 7条  （委 員 長 ） 

1.  委 員 長 は当 社 取 締 役 会 が委 嘱 する。 

2.  委 員 長 は委 員 会 を招 集 し、その議 長 となる。 

3.  委 員 長 に事 故 あるときは、当 社 取 締 役 会 が指 名 した委 員 がその職 務 を

代 行 する。 

第 8条   （委 員 会 の開 催 および議 事 ） 

1.  委 員 会 の開 催 は、委 員 の３分 の２以 上 の出 席 をもって行 う。 

2.  委 員 会 は１年 に１回 開 催 の定 例 委 員 会 と、審 議 案 件 発 生 時 に随 時 招 集

する臨 時 委 員 会 とする。 

3.  審 議 に急 を要 する場 合 は、委 員 長 判 断 で持 ち回 り開 催 とし、その結 果 を

報 告 する。 
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4.  委 員 会 は必 要 に応 じて社 内 および社 外 の関 係 者 に出 席 を求 め、説 明 お

よび意 見 を求 めることができる。 

5.  審 議 事 項 についての判 定 は、出 席 委 員 の３分 の２以 上 の合 意 をもって行

う。 

6.  判 定 は次 の各 号 に掲 げる表 示 により行 う。ただし、その判 定 に至 った理 由

および審 議 経 過 を併 記 しなければならない。 

（１）承 認  

（2）条 件 付 き承 認  

（3）継 続 審 議  

（4）不 承 認  

（5）非 該 当  

7.  審 議 経 過 および判 定 の記 録 は５年 保 存 とする。 

第 9条  （審 議 結 果 ） 

委 員 長 は審 議 終 了 後 すみやかにその結 果 を文 書 にて、当 社 取 締 役 会 に報

告 する。 

第 10条  （守 秘 義 務 ） 

委 員 は、審 議 を行 う上 で知 り得 た非 公 開 情 報 等 を法 令 または裁 判 所 の命

令 に基 づく場 合 等 、正 当 な理 由 なしに第 三 者 に開 示 してはならない。委 員

を退 いた後 も同 様 とする。 

第 11条  （事 務 局 ） 

委 員 会 の事 務 局 は当 社 管 理 部 が担 当 する。 

第 12条  （規 程 の変 更 および補 足 ） 

本 規 程 の追 加 および改 廃 は、委 員 の３分 の２以 上 の同 意 をもって行 う。 

                                  平 成 ２６年 １月  

 

 
 


